
　 �

づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
会
議
を
い

う
。

《
公
開
の
基
準
》

会
議
等
は
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
公
開
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
不
開
示
情
報
が
含
ま
れ
る

事
項
に
つ
い
て
審
議
、
審
査
、
調
査
等
を
行
う
会

議
等
を
開
催
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

《
公
開
・
非
公
開
の
決
定
等
》

会
議
等
の
長
は
、
公
開
の
基
準
に
基
づ
き
、
あ

ら
か
じ
め
会
議
の
公
開
ま
た
は
非
公
開
の
決
定
を

行
う
も
の
と
す
る
。

《
会
議
開
催
の
周
知
》

会
議
等
は
、
公
開
の
会
議
を
開
催
す
る
に
当

た
っ
て
は
、原
則
と
し
て
当
該
会
議
の
開
催
日
時
、

開
催
場
所
、
議
題
を
報
道
機
関
へ
情
報
提
供
し
、

川
西
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
に
会
議

を
開
催
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

会
議
等
の
公
開
に

会
議
等
の
公
開
に

関
す
る
指
針

関
す
る
指
針

《
目
的
》

こ
の
指
針
は
、
川
西
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会

の
会
議
等
の
公
開
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
、

そ
の
審
議
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

り
、
住
民
の
市
町
村
合
併
に
対
す
る
理
解
と
信
頼

を
確
保
し
、
も
っ
て
住
民
参
加
に
よ
る
公
正
で
開

か
れ
た
会
議
等
の
運
営
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

《
対
象
と
す
る
会
議
等
》

こ
の
指
針
に
お
い
て

会
議
等

と
は
、
川
西

薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会
の
会
議
、
市
町
村
長
調

整
会
、
小
委
員
会
、
幹
事
会
、
専
門
部
会
、
分
科

会
、
ま
ち
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
及
び
ま
ち

新
し
い
幹
事
と

事
務
局
職
員
で
す

川
西
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会
の
幹
事
会
の
幹

事
と
し
て
串
木
野
市
合
併
対
策
課
長
南
竹
一
敏

氏
、
ま
た
、事
務
局
職
員
と
し
て
久
米
道
秋
（
祁

答
院
町
）、
堀
切
良
一
（
入
来
町
）、
前
田
隆
盛
（
樋

脇
町
）、
堀
之
内
孝
充
（
東
郷
町
）
が
そ
れ
ぞ
れ

新
た
に
加
わ
り
ま
し
た
。

今
後
の
法
定
合
併
協
議
会
開
催
予
定

法
定
協
議
会
の
第
四
回
会
議

三
月
二
十
八
日
（
金
）
午
後
二
時
半
か
ら

おおおおおおおお

知知知知知知知知知知

らららららららららら

せせせせせせせせせせ

串
木
野
市
の
シ
ー
サ
イ
ド
ガ
ー
デ
ン
さ
の
さ

協
議
会
は
傍
聴
で
き
ま
す

法
定
合
併
協
議
会
の
会
議
は
住
民
の
方
も
傍
聴

で
き
ま
す
。
定
員
は
三
十
名
。
会
場
の
都
合
で
定

員
数
が
増
減
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
傍
聴
希

望
の
方
は
、
所
定
の
傍
聴
届
に
住
所
及
び
氏
名
を

記
入
し
、
会
場
で
協
議
会
事
務
局
に
提
出
、
傍
聴

証
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
傍
聴
証
は
会
議

開
催
予
定
時
刻
の
十
五
分
前
か
ら
先
着
順
に
交

付
。
傍
聴
希
望
者
が
定
員
を
超
え
る
場
合
は
く
じ

引
き
で
選
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

最
新
情
報
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ど
う
ぞ

川
西
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
ア
ド
レ
ス
は
次
の
通
り
で
す
。

（
き
り
と
り
せ
ん
）

（山折り）

の
り
し
ろ

紙
面 糊でしっかり

とめて下さい

川西薩地区 市 町 村

新市名称募集
募集期間 平成 年 月 日 月 日

川西薩地区法定合併協議会では、川西薩地区（川内市・串木野市・
樋脇町・入来町・東郷町・祁答院町・里村・上甑村・鹿島村）での
協議を進めていますが、合併して新しい市になった場合の名称を、
広く住民の方々から募集することになりました。
募集内容等は次の通りです。

川西薩地区（川内市・串木野市・樋脇町・入来町・東郷町・祁
答院町・里村・上甑村・鹿島村）の特徴を表し、合併にふさわし
い新市の名称を公募します。
新市名称には、漢字、ひらがな、カタカナいずれも使用できます。
また、その組み合わせも自由とします。漢字を使用する場合には
必ず ふりがな を振ってください。
なお、現在の 市町村名は使用できません。（表記が漢字、ひ
らがな、カタカナにかかわらず、現在の 市町村名をそのまま使っ
たもの、あるいは含むものもすべて使用できません。また、現在
の 市町村名と表記が異なるものでも読みが同じなら使用できま
せん）
応募作品は、同一作品の多少にかかわらず、選定する際の参考資
料とさせていただきます。

応募方法等及び応募用紙については、次のページをご覧ください。


